
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

 

 

 

令和５年度答申第２３号

令和５年８月２５日

諮問番号 令和５年度諮問第１９号（令和５年７月３１日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、審査請求人Ｘが、兄のＡは海軍軍人として戦死したと主張して、 B知

事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支

給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）３条

本文の規定に基づき、Ａに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請求」という。）

をしたところ、処分庁が、審査請求人はＡの死亡の当時における遺族に該当し

ないとして、本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をし

たことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給

すると規定している。 

⑵ 特別弔慰金支給法２条１項本文は、この法律において「戦没者等の遺族」

とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日（以下「基準日」とい

う。）までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号。
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以下「遺族援護法」という。）による弔慰金（以下「弔慰金」という。）

を受ける権利を取得した者をいうと規定している。 

⑶ 遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における在職期間内

に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年１２月８日以

後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族には、弔慰の

ため、弔慰金を支給すると規定している。 

⑷ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した

者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこ

れらの者以外の三親等以内の親族（死亡した者の死亡の当時、その者によ

って生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。）とする

と規定している。 

⑸ 特別弔慰金支給法２条３項は、弔慰金を受ける権利を取得した者が基準

日において死亡しているときその他の同項各号に掲げる事由のいずれかに

該当する場合において、基準日に当該死亡した者の子があるときは、当該

死亡した者の子は、同条１項の規定の適用については、弔慰金を受ける権

利を取得した者とみなすと規定している。 

⑹ 特別弔慰金支給法２条の２第１項は、弔慰金を受ける権利を取得した者

が基準日において死亡しているときその他の前条３項各号に掲げる事由の

いずれかに該当する場合において、基準日に当該死亡した者の子がなかっ

たときは、当該死亡した者の死亡の当時における父母、孫若しくは祖父母

又は兄弟姉妹で、当該死亡した者によって生計を維持し、又はその者と生

計を共にしていたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による

先順位者を戦没者等の遺族とみなすと規定している。 

⑺ 特別弔慰金支給法２条の２第２項は、弔慰金を受ける権利を取得した者

が基準日において死亡しているときその他の前条３項各号に掲げる事由の

いずれかに該当し、かつ、基準日に当該死亡した者の子がなかった場合で

あって、基準日において上記⑹により戦没者等の遺族とみなされる者がな

かったときは、当該死亡した者の死亡の当時における父母、孫、祖父母又

は兄弟姉妹のうち、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による先順位者

を戦没者等の遺族とみなすと規定している。 

⑻ 特別弔慰金支給法２条の２第３項は、弔慰金を受ける権利を取得した者

が基準日において死亡しているときその他の前条３項各号に掲げる事由の

いずれかに該当し、かつ、基準日に当該死亡した者の子がなかった場合で
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あって、基準日において上記⑹及び⑺により戦没者等の遺族とみなされる

者がなかったときは、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、

父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族（死亡した者の死亡

の日まで引き続く１年以上その者によって生計を維持し、又はその者と生

計を共にしていた者に限る。）のうち、死亡した者の葬祭を行った者、そ

の他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなすと規定している。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ Ａは、大正８年 a月ｂ日、父のＣと母のＤの間の長男として出生した。Ａ

は、昭和１８年６月８日、海軍軍人として戦死した。

（除籍謄本（戸主：Ｅ、Ｆ認証のもの）、除籍謄本（戸主：Ｅ、Ｇ認証のも

の（認証日：平成３１年３月１１日））、除籍謄本（戸主：Ｅ、Ｇ認証のも

の（認証日：令和３年７月５日））、功績調査票、功績調査票（ H）、死没

者調査票、遺族年金弔慰金請求書処理票、戦没原簿（軍人）、戦病死者名簿、

合同海軍葬儀名簿、死没者撮要綴（Ｉ関係）、Ｉ遺骨伝達関係票） 

⑵ 審査請求人は、昭和１３年ｃ月ｄ日、父のＪと母のＫの間の二女として

出生した。審査請求人は、昭和１９年８月１４日、母Ｄの養子となる縁組

をした。

（戸籍個人事項証明書（Ｌ）、除籍謄本（戸主：Ｅ、Ｇ認証のもの（認証日

：平成３１年３月１１日））、除籍謄本（戸主：Ｅ、Ｇ認証のもの（認証日

：令和３年７月５日））、改製原戸籍謄本（戸主：父Ｊ）） 

⑶ 審査請求人は、令和２年７月２０日、住所地のＭを経由して、処分庁に

対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、Ａの妹であるとして、

Ａに係る特別弔慰金の請求（本件請求）をした。

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑷ 処分庁は、令和３年１月７日付けで、審査請求人に対し、「特別弔慰金の

支給対象は、戦没者等の死亡当時の御遺族であることが要件となります。請

求者であるＸ様は、死亡したＡ様の死亡後にＡ様の母と養子縁組しており、

死亡当時の御遺族に当たらないため、特別弔慰金を受ける権利を有しない」

との理由を付して、本件請求を却下する処分（本件却下処分）をした。

（却下通知書） 

⑸ 審査請求人は、令和３年２月１５日、処分庁を経由して、審査庁に対し、

本件却下処分を不服として本件審査請求をした。
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（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、令和５年７月３１日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張

以下の理由により、本件却下処分の取消しを求める。 

⑴ 審査請求書

Ａとの１年以上の生計関係が認められない点に不服がある。審査請求人

は、出生時からＡと同居して生活していたが、戦時中のため、母Ｄとの養

子縁組の届出が遅れてしまった。 

⑵ 反論書

「あまりにも形式だけで戦争中の私のような者の反論等聞く事はできま

せんか。血も涙もない通知を受け取ることはできません。私にとって６月

８日は兄の命日で靖国神社に詣でる日です。理解して頂きたく存じます。」

第２ 諮問に係る審査庁の判断

１ まず、特別弔慰金支給法に規定する戦没者等の遺族の要件について確認す

ると、審査請求人は、Ａの妹であると主張しているから、審査請求人が基準

日において弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる戦没者等の遺族で

あると認められるためには、審査請求人が特別弔慰金支給法２条の２第１項

又は第２項に規定する死亡した者の死亡の当時における兄弟姉妹に該当する

ことが必要である。

２ そこで、審査請求人から提出された戸籍を検討すると、以下のことを確認

することができる。 

⑴ Ａは、大正８年 a月ｂ日に父Ｃと母Ｄの間の長男として出生し、昭和１８

年６月８日に死亡している。 

⑵ 審査請求人は、昭和１３年ｃ月ｄ日に父Ｊと母Ｋの間の二女として出生

し、昭和１９年８月１４日に母Ｄの養子となる縁組をしている。この養子

縁組は、Ａの死亡後にされたものであるから、審査請求人は、Ａの死亡の

当時における妹に該当しない。

３ 次に、審査請求人は、「Ａとの１年以上の生計関係が認められない点に不

服がある。審査請求人は、出生時からＡと同居して生活していたが、戦時中

のため、母Ｄとの養子縁組の届出が遅れてしまった。」と主張するが、この

主張が事実であったとしても、特別弔慰金の支給対象は、死亡した者の死亡
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の当時における遺族とされている（特別弔慰金支給法２条及び２条の２）か

ら、審査請求人は、特別弔慰金の支給を受ける権利を有していない。

４ したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきである。

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分に違

法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであると

している。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの各手続に要

した期間は、次のとおりである。

本件審査請求の受付（処分庁） ：令和３年２月１５日

（審査庁） ：同月２２日

弁明書の受付 ：同年３月３０日

処分庁への物件の提出依頼（１回目）：同年６月１０日

（弁明書の受付から約２か月半）

処分庁からの物件の提出（１回目） ：同年７月８日

処分庁への物件の提出依頼（２回目）：同月９日

処分庁からの物件の提出（２回目） ：同月２７日

審理員意見書の提出 ：令和４年６月２２日

（処分庁からの物件の提出（２回目）

から約１１か月）

本件諮問 ：令和５年７月３１日

（審理員意見書の提出から約１年１

か月半、審査庁による本件審査請

求の受付から約２年５か月半） 

⑵ そうすると、本件では、①弁明書の受付から処分庁への物件の提出依頼

（１回目）までに約２か月半、②処分庁からの物件の提出（２回目）から

審理員意見書の提出までに約１１か月、③審理員意見書の提出から諮問ま

でに約１年１か月半を要した結果、審査庁による審査請求の受付から諮問

までに約２年５か月半もの長期間を要している。しかし、上記①から③ま

での各手続に上記の各期間を要したことについて特段の理由があったとは

認められない。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方を早急
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に改善されたい。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件審査請求から本件諮問に至るまでの

一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、Ａの妹であるとして、Ａに係る特別弔慰金の請求（本件

請求）をしている（上記第１の２の⑶）。しかし、Ａは父Ｃと母Ｄの間の

子であり、審査請求人は父Ｊと母Ｋの間の子である（上記第１の２の⑴及

び⑵）から、審査請求人は、Ａの実妹ではない。審査請求人がＡの妹とな

ったのは、審査請求人が母Ｄと養子縁組をしたからであるが、事件記録中

の関係戸籍によれば、Ａは昭和１８年６月８日に死亡しており、審査請求

人が母Ｄと養子縁組をしたのは昭和１９年８月４日である（上記第１の２

の⑴及び⑵）から、審査請求人と母Ｄとの養子縁組は、Ａの死亡後にされ

たものである。

特別弔慰金支給法２条の２第１項及び第２項の規定によれば、死亡した

者の兄弟姉妹で戦没者等の遺族とみなされるのは、死亡した者の死亡の当

時における兄弟姉妹である（上記第１の１の⑹及び⑺）が、上記のとおり、

審査請求人が母Ｄと養子縁組をしたのは、Ａの死亡後であるから、審査請

求人は、Ａの死亡の当時における兄弟姉妹ではない。

これに対し、審査請求人は、戦時中のため、母Ｄとの養子縁組の届出が

遅れてしまったと主張する（上記第１の３の⑴）が、養子縁組は、その届

出によって効力を生ずる（民法（明治２９年法律第８９号）７９９条にお

いて準用する７３９条１項）から、審査請求人は、Ａの死亡の当時、母Ｄ

の養子であったということはできない。

したがって、審査請求人には、特別弔慰金支給法２条の２第１項及び第

２項の規定の適用はない。 

⑵ また、審査請求人は、Ａとの１年以上の生計関係が認められない点に不

服があると主張し、「私にとって６月８日は兄の命日で靖国神社に詣でる

日です。」と述べて、Ａの葬祭にも言及している（上記第１の３の⑴及び

⑵）から、特別弔慰金支給法２条の２第３項の規定の適用も主張するよう

である。しかし、事件記録中の関係戸籍によれば、審査請求人が、Ａの死

亡の当時、Ａの「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親

等内の親族」であったと認めることはできない。

したがって、審査請求人には、特別弔慰金支給法２条の２第３項の規定
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の適用もない。 

⑶ 上記⑴及び⑵で検討したところによれば、審査請求人は、Ａの死亡の当

時、Ａの妹でも、また、特別弔慰金支給法２条の２第３項に規定するＡの

三親等内の親族でもないから、審査請求人には、特別弔慰金支給法２条の

２第１項から第３項までの規定の適用はない。

そうすると、審査請求人は、特別弔慰金を受ける権利を有する戦没者等

の遺族に該当しないから、本件却下処分に違法又は不当な点は認められな

い。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第１部会

委 員 原 優

委 員 野 口 貴 公 美

委 員 村 田 珠 美
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